
一

不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
こ
と
を
求
め
た
者
（
申
請
者
）
の
名
称
及
び
住
所

名

称

住

所

日
本
製
紙
株
式
会
社

東
京
都
北
区
王
子
一
丁
目
四
番
一
号

日
本
大
昭
和
板
紙
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
三
番
地

王
子
製
紙
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
七
番
五
号

王
子
特
殊
紙
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
十
二
番
八
号

大
王
製
紙
株
式
会
社

愛
媛
県
四
国
中
央
市
三
島
紙
屋
町
二
番
六
十
号

北
越
紀
州
製
紙
株
式
会
社

新
潟
県
長
岡
市
西
蔵
王
三
丁
目
五
番
一
号

三
菱
製
紙
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
二
号

丸
住
製
紙
株
式
会
社

愛
媛
県
四
国
中
央
市
川
之
江
町
八
二
六
番
地

平成™›年�月™ 日 金曜日 (号外第˜›™号)官 報

二

調
査
に
係
る
貨
物
の
品
名
、
銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

^

品
名

カ
ッ
ト
シ
ー
ト
紙

_

銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

塗
布
し
て
な
い
シ
ー
ト
状
の
紙
（
せ
ん
孔
及
び
印
刷
の
い
ず
れ
も
し
て
な
い
も
の
に

限
る
。）の
う
ち
、
折
り
畳
ん
で
な
い
状
態
に
お
い
て
一
辺
の
長
さ
が
四
百
三
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
そ
の

他
の
辺
の
長
さ
が
二
百
九
十
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
、
か
つ
、
重
量
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
四
十

グ
ラ
ム
以
上
百
五
十
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
。
商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統
一
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｓ
）
の
品

目
表
第
四
八
〇
二
・
五
六
号
及
び
第
四
八
〇
二
・
六
二
号
に
分
類
さ
れ
る
。
主
と
し
て
、
普
通
紙
複
写
機
（
Ｐ
Ｐ

Ｃ
）
並
び
に
商
業
印
刷
及
び
一
般
印
刷
に
使
用
さ
れ
る
。

三

調
査
に
係
る
貨
物
の
供
給
者
及
び
供
給
国

^

供
給
者
（
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
こ
と
を
求
め
る
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
等
）

イ

P
T
.
In
d
a
h
K
ia
t
P
u
lp

a
n
d
P
a
p
e
r
T
b
k
.

ロ

P
T
.
K
e
rta

s
B
a
su
k
i
R
a
c
h
m
a
t
In
d
o
n
e
sia

T
b
k
.

ハ

P
T
.
K
e
rta

s
L
e
c
e
s
(P
e
rse

ro
)

ニ

P
T
.
L
o
n
ta
r
P
a
p
y
ru
s
P
u
lp

a
n
d
P
a
p
e
r
In
d
u
stry

ホ

P
T
.
P
a
b
rik

K
e
rta

s
T
jiw

i
K
im

ia
T
b
k
.

ヘ

P
T
.
P
a
risin

d
o
P
ra
ta
m
a

ト

P
T
.
P
in
d
o
D
e
li
P
u
lp

a
n
d
P
a
p
e
r
M
ills

チ

P
T
.
R
ia
u
A
n
d
a
la
n
K
e
rta

s

リ

P
T
.
R
ia
u
A
n
d
a
la
n
P
u
lp

a
n
d
P
a
p
e
r

ヌ
P
T
.
S
u
p
a
rm

a
T
b
k
.

ル
P
T
.
S
u
ra
b
a
y
a
A
g
u
n
g
In
d
u
stri

P
u
lp

a
n
d
K
e
rta

s
T
b
k
.

_

供
給
国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国

四

調
査
を
開
始
す
る
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日

五

調
査
の
対
象
と
な
る
期
間

^

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
の
事
実
に
関
す
る
事
項

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

_

不
当
廉
売
さ
れ
た
調
査
対
象
貨
物
の
輸
入
が
本
邦
の
産
業
に
与
え
る
実
質
的
な
損
害
等
の
事
実
に
関
す
る
事
項

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
農
業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
の
特
例
）

第
七
条

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
農
業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
開

示
事
項
（
平
成
十
九
年
金

融

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
四
号
）
第
一
条
中
「
用
語
は
、」と
あ
る
の
は
、「
用
語
は
、
農
業
協
同
組

合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
の
特
例（
平
成
二
十
四
年
金

融

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
十
三
号
）第

一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
」
と
す
る
。

（
漁
業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
開
示
事
項
の
特
例
）

第
八
条

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
漁
業
協
同
組
合
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
開

示
事
項
（
平
成
十
九
年
金

融

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
五
号
）
第
一
条
中
「
用
語
は
、」と
あ
る
の
は
、「
用
語
は
、
農
業
協
同
組

合
等
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
の
特
例（
平
成
二
十
四
年
金

融

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
十
三
号
）第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

〇
財
務
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号

大
韓
民
国
及
び
台
湾
産
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
期
間
と
し
て
関
税
定
率
法
（
明
治

四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
が
満
了
し
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税

に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日

財
務
大
臣

安
住

淳

一

関
税
定
率
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
品
名
、
銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

^

品
名

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維

_

銘
柄
、
型
式
及
び
特
徴

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
（
カ
ー
ド
、
コ
ー
ム
そ
の
他
の
紡
績
準
備
の
処
理
を
し
た
も

の
を
除
く
。）の
う
ち
、
三
・
八
八
デ
シ
テ
ッ
ク
ス
を
超
え
二
十
二
・
二
三
デ
シ
テ
ッ
ク
ス
未
満
の
も
の
で
、か
つ
、

長
さ
が
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
。
商
品
の
名
称
及
び
分
類
に
つ
い
て
の
統

一
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｓ
）
の
品
目
表
第
五
五
〇
三
・
二
〇
号
に
分
類
さ
れ
る
。
主
と
し
て
、
布
団
等
の
詰
め
わ
た
、

カ
ー
ペ
ッ
ト
等
に
用
い
ら
れ
る
。

二

関
税
定
率
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
貨
物
の
供
給
者
又
は
供
給
国
若
し
く
は
地
域

^

大
韓
民
国
。
た
だ
し
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四

年
政
令
第
二
百
六
十
二
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
生
産
さ
れ
、
そ
の
者
に
よ
り
本
邦
へ
輸
出
さ
れ
た
場

合
、
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
生
産
さ
れ
、
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
本
邦
へ
輸
出
さ
れ

た
場
合
を
除
く
。

_

台
湾

三

関
税
定
率
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
七
月
二
十

六
日
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日
ま
で
の
期
間

〇
財
務
省
告
示
第
二
百
二
十
六
号

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
産
カ
ッ
ト
シ
ー
ト
紙
に
係
る
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第

五
項
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日

財
務
大
臣

安
住

淳

š—
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